


自転車は二段階右折が原則
ここでいったん待機します
※歩道上でも待機できます

横断歩道で自転車を
押し歩きする場合は
歩行者用信号に従う

自転車で車道を走行する
場合は車両用信号に従う

左折時には歩行者の
通行を妨げないよう
にしましょう

● 自転車の併走は禁止 ● 左折時の巻き込み注意　　　

● 自転車の右側走行 ( 逆走 ) は禁止

　　

● 自転車との間隔を確保

■   基本ルール

■   交差点の通行方法が変わります

　自転車は道路交通法上、軽車両として扱われ、車道の左側を通行するのが原則です。子どもや高齢　自転車は道路交通法上、軽車両として扱われ、車道の左側を通行するのが原則です。子どもや高齢
の方、あるいは車道が危険な場合などは、歩道の車道寄りをゆっくり（すぐ止まれる速度）通行できの方、あるいは車道が危険な場合などは、歩道の車道寄りをゆっくり（すぐ止まれる速度）通行でき
ますが、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止しなければなりません。ますが、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止しなければなりません。

【実施前】【実施前】 【実施中】【実施中】

駐車車両を右側から避け
る場合は後ろから来る自
動車に注意しましょう

● 違法駐車禁止　　　　　車禁止　　　　　

違法駐車はやめましょう

駐車車両を右側から避け
る場合は後ろから来る自
動車に注意しましょう

自転車は一列で走行し、
併走しない

 自転車の併走は禁止

自転車は一列で
併走しない

車道の右側走行(逆走)は
禁止されており大変危険です

● 左折折時の巻き込み注意　

自転車を追い越すときは
安全な間隔をあけて下さい

車との間隔を確

※自転車横断帯が設置されている場合 ※試験的に自転車横断帯を撤去します。

左折しようとしている
自動車の左側に入らない

左折時の巻き込みに
注意しましょう

①自転車は、車道が原則、歩道は例外①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用⑤子どもはヘルメットを着用

自転車安全利用五則

自転車は歩行者・自

転車用信号に従って、

自転車横断帯を通行

■   走行時の注意事項 ：クルマへの注意事項：自転車への注意事項

：自転車の通行ルート


